
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

老
人
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
開
始
の
届
出
）

（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
開
始
の
届
出
）

第
一
条
の
九

法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
の
九

法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例

三

条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

四

（
略
）

四

（
略
）

五

主
な
職
員
の
氏
名

五

主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

六
〜
八

（
略
）

六
〜
八

（
略
）

（
削
る
）

２

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う
と

す
る
者
は
、
収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
を
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
変
更
の
届
出
）

（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
の
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
十

法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
号
、
第

二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

第
一
条
の
十

法
第
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
四
号

老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
老
人
福
祉
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
の
届

出
）

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
設
置
の
届

出
）

第
一
条
の
十
四

法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

第
一
条
の
十
四

法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

施
設
の
長
の
氏
名

四

施
設
の
長
そ
の
他
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経

歴

五
〜
七

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

（
削
る
）

２

市
町
村
は
、
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
設
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

２

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
を

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
は
、
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う

と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
削
る
）

二

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
設
置
の
届
出
）

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
設
置
の
届
出
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

施
設
の
地
理
的
状
況

二
〜
六

（
略
）

三
〜
七

（
略
）

（
削
る
）

八

地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

（
削
る
）

２

市
町
村
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二

当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
設
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

２

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
を
都
道
府
県
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
法
第
十
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
削
る
）

二

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

（
削
る
）

三

施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村

の
意
見
書

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
設
置
認
可
の
申
請
）

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
設
置
認
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
日
本
赤

十
字
社
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
申
請
書
を
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る

地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
条

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
又
は
日
本
赤

十
字
社
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及

び
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
申
請
書
を
施
設
を
設

置
し
よ
う
と
す
る
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
登
記
事
項
証

明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

（
削
る
）

二

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

（
削
る
）

三

施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村

の
意
見
書

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
変
更
の
届

出
）

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
の
変
更
の
届

出
）

第
三
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
条
の

十
四
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
三
条
の
二

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
一
条
の

十
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
変
更
の
届
出
）

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
変
更
の
届
出
）

第
四
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
四
条

法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

土
地
又
は
建
物
に
係
る
権
利
関
係

令和年月日 火曜日 (号外特第号)官 報 



二
・
三

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
削
る
）

五

職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

（
削
る
）

六

事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

（
大
都
市
の
特
例
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
二
十
三
条

令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）が
老
人
福
祉
に

関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
三
条
第
一
項
、
第
二

十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
ま
で
及
び
別

表
第
六
号
中「
都
道
府
県
知
事
」と
あ
る
の
は
、「
指

定
都
市
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条

令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。）が
老
人
福
祉
に

関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
条
の
九
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る

の
は
「
指
定
都
市
の
長
」
と
、
第
一
条
の
十
四
第

二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
市
町
村
」
と
あ

る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、「
都
道

府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
長
」と
、

同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
指
定
都
市
の
長
」
と
、
第
二
条
第
二
項
各
号
列

記
以
外
の
部
分
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
長
」
と
、
第
三
条
第

一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四

ま
で
及
び
別
表
第
六
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と

あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
長
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
中
核
市
の
特
例
）

（
中
核
市
の
特
例
）

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項

の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。）が
老
人

福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
条
の
十
四
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
ま
で
及

び
別
表
第
六
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
、「
中
核
市
の
長
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条

令
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項

の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。）が
老
人

福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
第
一
条
の
九
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
長
」
と
、
第
一
条
の
十

四
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
市
町
村
」

と
あ
る
の
は
「
中
核
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、「
都

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
中
核
市
の
長
」と
、

同
条
第
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は

「
中
核
市
の
長
」
と
、
第
二
条
第
二
項
各
号
列
記

以
外
の
部
分
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
中
核

市
以
外
の
市
町
村
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ

る
の
は
「
中
核
市
の
長
」
と
、
第
三
条
第
一
項
、

第
二
十
一
条
の
二
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
ま
で
及

び
別
表
第
六
号
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
中
核
市
の
長
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者
）

第
三
十
四
条
の
五
の
二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
保
健
、
医

療
又
は
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者

（
介
護
支
援
専
門
員
を
除
く
。）と
す
る
。

（
新
設
）

（
登
録
の
消
除
）

（
登
録
の
消
除
）

第
百
十
三
条
の
十
四

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六

十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
し
た
と

き
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
登
録
の
消
除

に
係
る
者
、
相
続
人
、
法
定
代
理
人
又
は
同
居
の

親
族
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
十
三
条
の
十
四

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六

十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
し
た
と

き
は
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
そ
の
登
録
の
消
除

に
係
る
者
、
相
続
人
、
後
見
人
又
は
保
佐
人
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

附

則

（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
開
設
許
可
の
申
請
方
法
の
特
例
）

第
四
十
二
条

第
百
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
百
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
医
療
院
の
開
設
の
許
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
健
康
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
基
づ
き
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
を
受
け
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
移
行
（
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
全
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
法
第
百
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
医
療
院
を
開
設
す
る
こ

と
を
い
う
。）し
よ
う
と
す
る
と
き
に
お
い
て
、
既

に
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
い
る
第
百
三

十
八
条
第
一
項
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第

（
新
設
）
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十
二
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が

な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
係
る
申
請
書
の

記
載
又
は
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
認
可
の
申
請
）

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
認
可
の
申
請
）

第
四
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人

（
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者

で
あ
る
法
人
を
い
う
。）は
、
老
人
福
祉
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
第

二
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る

事
項
及
び
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
申
請
書
を
施

設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
地
の
都
道
府
県
知
事

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

第
四
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人

（
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者

で
あ
る
法
人
を
い
う
。）は
、
老
人
福
祉
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
第

二
条
第
一
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る

事
項
及
び
資
産
の
状
況
を
記
載
し
た
申
請
書
を
施

設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
地
の
都
道
府
県
知
事

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
登
記
事
項
証

明
書
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
よ
っ
て
当
該
申
請
を
審
査
す
る
た
め
に
都
道

府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
老
人
福
祉
法
施
行
規
則

第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
法
第
三

十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
っ
て
当
該

申
請
を
審
査
す
る
た
め
に
都
道
府
県
知
事
が
必
要

と
認
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。）及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
中
核
市
」

と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中

核
市
の
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都

市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い

う
。）及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
中
核
市
」

と
い
う
。）に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中

核
市
の
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
十
四
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
中
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

令
和
二
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
条

第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
と

み
な
す
。




